
船舶インシデント調査報告書 

令和５年５月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和４年８月３０日 ２３時３０分ごろ 

発生場所 石川県金沢港北西方沖 

 金沢港西防波堤灯台から真方位３０９°２.７海里付近 

 （概位 北緯３６°４０.３′ 東経１３６°３３.４′） 

インシデントの概要  遊漁船加代
か よ

丸は、航行中、機関が停止して始動できなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年９月５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 加代丸、４.７トン 

 ＩＫ３－２２０３６（漁船登録番号）、個人所有 

 第２３２－２１３４５号（船舶検査済票の番号） 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力１６９.２０kＷ、回転

数毎分２,９００、６気筒、ボア１０５.９mm、使用燃料軽油、機関

製造年月日不詳、平成５年３月進水 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、金沢港沖で遊

漁を終えて同港に向け帰航中、主機が停止した。 

船長は、燃料がなくなって主機が停止したと思い、予備燃料を補給

して燃料系統のエア抜きを行い、主機を始動しようとしたが始動でき

ず、航行不能と判断して海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、来援した巡視艇にえい
．．

航されて金沢港に戻った。 

本船は、帰港後、船長の友人が主機の燃料系統のエア抜きを行って

始動したところ、正常に作動した。 

船長は、出航前、燃料計で燃料の残量が４分の１以下であることを

確認したが、予定の釣り場まで低速で往復すれば燃料は足りると思

い、補給せずに出航した。 

船長は、エア抜きを行うのは本インシデント時が初めてであった。 

分析 

 

 本船は、航行中、燃料欠乏により主機が停止した状況下、船長が予

備燃料を補給して燃料系統のエア抜きを行ったが、燃料系統にエアが

残っていたことから、主機に燃料が供給されなくなり、運航不能とな

ったものと考えられる。 

  



 船長は、エア抜きを行うのは本インシデント時が初めてであったこ

とから、作業に慣れておらず、燃料系統にエアが残っていたものと考

えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、航行中、燃料欠乏により主機が停止し

た状況下、船長が予備燃料を補給して燃料系統のエア抜きを行った

が、燃料系統にエアが残っていたため、主機に燃料が供給されなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、主機の燃料系統のエア抜きを適確に実施できるようにし

ておくこと。 

 ・船長は、航行中に主機が燃料欠乏により停止しないよう、出航前

に十分な量の燃料を補給するか早めに予備燃料を補給すること。 

 


